
                                              

 

 

令和 7年 8月 25日 

お客さま各位 

豊橋信用金庫  

 

この街の暮らしを守り、持続可能な社会づくりへ 

コミュニティバス「東部東山線やまびこ号」について 

豊橋市とネーミングライツ契約を締結しました 
 

豊橋信用金庫（本社：豊橋市小畷町、理事長：山口進）は、令和 7年 8月 22日（金）、豊橋市内を運

行する「地域生活」バス・タクシー（以下、「コミュニティバス」という。）「東部東山線やまびこ号」に

ついて、豊橋市とネーミングライツ契約を締結しました。ネーミングライツ契約を結ぶのは、豊橋市お

よび当金庫両者にとって初めての取組みです。同コミュニティバスの愛称は、「みんなにエール とよし

んバス 東部東山線やまびこ号」とし、令和 7年 10月 1日より運行します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●本契約の背景 

当金庫は、「この街の暮らしを守る、この街の経済を強くする。」を社会的使命とする地域金融機関で

す。創業以来、東三河・湖西地域の企業や人々と歩んできました。 

コミュニティバスは、路線バスが廃止された地域などにおける、通勤や通学、通院、買い物など、日

常の移動手段を確保するためのもので、将来にわたって持続可能な運行が求められています。そこで、

同コミュニティバスが安定して運行を続けることは、当地域に暮らす皆さまの暮らしを守り地域活性化

につながるものと考え、今回のネーミングライツ契約に至りました。 

●契約概要 

愛称 みんなにエール とよしんバス 東部東山線やまびこ号 

対象コミュニティバス 東部東山線やまびこ号 

契約期間 令和 7年 10月 1日～令和 12年 9月 30日（ 5年間 ） 

契約金額 1,000千円（消費税込み） 

 

【本件に関するお問い合わせ】 

豊橋信用金庫 総合企画部／鈴木・石田  TEL：0532-57-7112 

News Release 

◆参考：愛称標示のデザイン 


